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大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等の 

ガバナンス体制等の在り方に関する指針（案） 
 
第１ 大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等における適正なガバナンスの確保に
ついて 
 
１ なぜ組織委員会等におけるガバナンスの確保が求められるのか 
スポ―ツ庁は、令和元年 6 月 10 日、中央競技団体（以下「NF」という。）が組織運営を

行う上で遵守すべき原則・規範として、「スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向
け＞」（以下「ガバナンスコード」という。）を策定した。 

NFは、ガバナンスコードに基づき、ガバナンス体制を構築し、毎年の自己説明及び定期
的な適合性審査や円卓会議等の仕組みを通じて、ガバナンス体制の向上に努めている。 

NFは、①トップレベルの選手や指導者以外にも、地方組織、スポンサー、メディア、地
域社会など多くのステークホルダーが存在するという特性を有し、②国内の唯一の統括競
技団体として、当該競技の普及・振興、代表選手の選考、選手強化予算の配分、各種大会の
主催、審判員等の資格制度や競技者・団体登録制度の運用等の業務を独占的に行っている。
また、NFは、こうした特徴に鑑み、各種の公的支援の対象となっている。これらのことか
ら、NF は、その業務運営が大きな社会的影響力を有するとともに、国民・社会に対しても
適切な説明責任を果たしていくことが求められる公共性の高い団体として、特に高いレベ
ルのガバナンスの確保が求められている。 
一方、大規模な 1国際又は国内競技大会（以下、総称して「大規模な競技大会」という。）

の準備及び運営に関する事業の実施を目的とする組織委員会その他の団体（以下「組織委員
会等」という。）は、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体（ス
ポーツ基本法第 2 条第 2 項）として、広くスポーツ団体一般に適用される「スポーツ団体
ガバナンスコード＜一般団体向け＞」の適用対象となり得るものの、NF に適用されている
「ガバナンスコード」は直接適用されていない。しかしながら、組織委員会等も、①大会に
参加する選手や指導者（同人らにより構成される各国選手団）、NF、国際競技団体（以下「IF」
という。）、スポンサー、メディア、地域社会など多くのステークホルダーが存在するという
特性を有すること、②大規模な競技大会の運営組織として、当該大規模大会に関連する業務

 
1 「大規模な」競技大会であるかどうかは、大会に要する費用や必要な人員、公的資金による援助を受け
るか否か、大会を開催するために別途法人を設立するか否か、大会の開催期間、大会開催による経済効
果、世間の注目度等を総合的に考慮して判断するものと考えられるが、広く「大規模な」競技大会に該当
するものと捉え、より多くの組織委員会その他の団体が本指針に基づき自主的に自己説明を実施すること
が望まれる。 
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を独占的に行っていること、③大規模な競技大会が競技の普及・振興や競技力向上にとって
大きな機会となること、また、④大規模な競技大会の準備及び運営に当たって各種の公的支
援がなされること等に鑑みれば、その業務運営が大きな社会的影響力を有するとともに、国
民や社会に対しても適切な説明責任を果たしていくことが求められる公共性の高い団体と
して、特に高いレベルのガバナンスの確保が求められる。 
もっとも、組織委員会等は、特定の競技大会を実施するために設立される組織であるため、

①時限的な組織であり、短期間に組織規模の急激な増減がある、②大会の開催期間が確定し
ており、当該期間の大会実施に合わせて調達その他大会の準備をしなければ、その目的を達
成できない、③時期によって財政規模や組織の業務内容等が大きく異なることがある、④収
支の見込みが明確になる前から大会の準備のために多額の支出を要するため、早期の財源
確保が必要となる、⑤構成員は、国、地方公共団体、競技団体、民間企業等の出身といった
多様なバックグラウンドを有し 2、契約形態 3も多岐にわたるなど、NFとは異なる特徴も有
する。また、⑥特に国際競技大会においては、組織委員会等は、国際オリンピック委員会
（IOC）、国際パラリンピック委員会（IPC）及び IF 等の国際団体が定める規約やルールの
ほか、開催国や開催都市との間で締結する競技大会の開催に係る契約に則って大会を準備
及び運営する必要がある。加えて、出場国等から寄せられる期待と信頼に応える責務を負う
という特殊性も有する。 
 
２ 組織委員会等のガバナンス確保に向けた仕組みについて 
（1）本指針策定に至る経緯 
 第 32 回オリンピック競技大会及び第 16 回パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大
会」という。）においては、大会終了後の令和 4 年 8 月 17 日、公益財団法人東京オリンピ
ック・パラリンピック競技大会組織委員会（以下「東京 2020 大会組織委員会」という。）の
元理事が受託収賄容疑で、スポンサー企業関係者が贈賄容疑で逮捕され、その後起訴される
事件が発生した。 
 同年 9月 8 日、公益財団法人日本オリンピック委員会（以下「JOC」という。）と札幌市
は、「北海道・札幌 2030 オリンピック・パラリンピック冬季競技大会に向けて」と題する宣
言文を発表した。 
 さらに、同年 10 月 17 日、スポーツ政策の推進に関する円卓会議（以下「円卓会議」と
いう。）において「今後の大規模な国際又は国内競技大会の円滑な開催に向けて」と題する
宣言文が承認された。それを受けて、同年 11月 14 日、円卓会議の下に、「大規模な国際又
は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在り方検討プロジェクトチーム」（以

 
2 なお、日本においては、そもそも大規模な競技大会の実施運営に係る業務を専門とする人材が少ないと
いう事情も存在する。 
3 組織委員会等が従業員として直接雇用する場合、出向契約に基づく出向者として受け入れる場合、業務
委託契約に基づく業務受託者として業務に従事する場合等が想定される。 
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下「本プロジェクトチーム」という。）が設置された 4。 
 その後、東京 2020 大会組織委員会が発注したテストイベントに関連する業務の入札にお
いて、業者間で事前の受注調整が行われた疑いがあることが発覚した。 
 今後、国内においては、令和 5 年に世界水泳選手権 2023 福岡大会及び世界マスターズ水
泳選手権 2023 九州大会、FIBA バスケットボールワールドカップ 2023、FIVB パリ五輪予
選/ワールドカップバレー2023等の開催が予定され、令和 7年には 2025 年世界陸上競技選
手権大会及び第 25 回デフリンピック競技大会、令和 8 年には第 20 回アジア競技大会及び
第 5回アジアパラ競技大会の開催を控えている。 
そうした中で、本プロジェクトチームにおいて、今後設置される大会の組織委員会等のガ

バナンス確保に向けた仕組みとして、本指針を策定することとした。 
なお、本プロジェクトチームは、東京 2020 大会組織委員会元理事が受託収賄容疑で、ス

ポンサー企業関係者が贈賄容疑で逮捕され、その後起訴された上記事件や、テストイベント
に関連する業務の入札における上記受注調整疑惑について調査等を行うことを目的とする
ものではない。 

 
（2）組織委員会等のガバナンス確保に向けた新たな仕組みの構築 
 本指針は、上記１で述べた点に鑑み、ガバナンスコードを基礎としながら 5、組織委員会
等における特有の事情等を考慮し、組織委員会等が適切な組織運営を行う上での原則・規範
を定めたものである。なお、組織委員会等がその設立後に大会準備のための活動を速やかに
開始することができるよう、組織委員会等の設立準備のための委員会（以下「設立準備委員
会」という。）が設置される場合には、同委員会において、本指針を踏まえた組織委員会等
の設立準備を進めることが望まれる。 
本指針の策定に当たっては、東京 2020 大会組織委員会の各種規程類や「東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会公式報告書」等の資料調査、諸外国の事例調査、元職員
へのヒアリング、さらには、令和 4年 12 月 26 日に東京都が公表した「東京 2020 大会テス
トイベントに係る談合報道に関する調査 当面の調査状況について」等を通じて組織委員会
等におけるガバナンスの実情及び課題を把握した上で、上記 1 記載の組織委員会等の特徴
を踏まえた、組織委員会等における適正なガバナンスのあるべき姿につき、協議検討を行っ

 
4 本プロジェクトチームの下に「大規模な国際又は国内競技大会の組織委員会等のガバナンス体制等の在
り方検討作業チーム」を設置し、同チームにおいて、提供された資料及び関係者へのヒアリングを通じた
調査・分析を行い、本指針の案文を作成した。同ヒアリングは、令和 4 年 11 月下旬から 12 月下旬に、東
京 2020 大会組織委員会を通じて推薦された元職員計 10 名に対して実施した。 
5 「スポーツ団体ガバナンスコード＜一般団体向け＞」原則６は、一般スポーツ団体においても「高いレ
ベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード＜NF 向け＞の個別の規定
についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。」としており、特に高いレベル
のガバナンスの確保が求められるスポーツ団体は、ガバナンスコードの原則を基礎としたガバナンスの確
保が求められる。 
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た。 
このような協議検討において、東京 2020 大会組織委員会においては、①会計処理規程や

財産管理処分規程等、調達等に関する規程類の整備はなされており、基本的には規程類に基
づく運用がなされていたと考えられること、②理事会のほか、事務総長を筆頭に各局の長が
構成員となる「経営会議」を設置して重要事項に係る審議を行うことで、会議体による意思
決定の実効性が確保されていたと考えられること、③調達を承認する機関としての「調達管
理委員会」等、調達手続等が適切に実施されるための仕組みが整備されていたと考えられる
こと等の意見が出された。その一方で、(a)理事会が適正に機能していたかは疑問の余地が
あること、(b)職業倫理やコンプライアンス教育を内容とする各種コンプライアンス研修は
主として職員を対象に実施されており、役員は対象としていなかったこと、(c)職員につい
ては同組織委員会の費用負担の観点から直接雇用の形式ではなく、行政庁や関係ステーク
ホルダーを含む民間企業からの出向の形式を採ることが多く、各出向者の出向元の行政庁
や企業との関係（営業秘密に当たり得る情報への配慮等）から、内部でのコミュニケーショ
ンに支障が生じる場合があったこと、(d)このように出向者を中心に職務遂行されていたこ
とから、特に専門的知見を要する業務において、必ずしも利益相反管理の観点から適切な人
材配置がなされてはいなかったこと等の指摘もなされた。また、（ア）収支の見込みが明確
になる前から大会の準備のために多額の支出を要するため、早期の財源確保が必要となる
組織委員会等の特殊性を踏まえて、マーケティング事業の在り方については慎重な検討が
必要であるという指摘や、（イ）情報公開については、IOC、IPC 及び IF 等の国際団体の定
める情報公開に関する規約やルール、契約相手方との間に生じる守秘義務等を遵守しなけ
ればならない一方で、組織委員会等の公共性に基づく社会的責任を踏まえた積極的な情報
公開が望まれており、これらを考慮した上でその在り方を検討することが必要であるとい
う指摘もなされた。 
以上の協議検討の結果、組織委員会等におけるガバナンスにおいて特に留意すべき点は、

理事会の在り方、利益相反管理の在り方、マーケティング事業の在り方、調達の在り方、情
報開示の在り方であると考え、これらの点を踏まえて本指針を策定した。 
なお、本指針を策定するに当たり実施したヒアリングや資料等は、個人情報や営業秘密を

含むものであり、全て非公開を条件として提出を受けたものであるため、その一切を非公
開・非開示とする。 
 
３ 組織委員会等における自己説明の在り方について 
（1）自己説明の在り方 
 組織委員会等は、上記のとおり高いレベルのガバナンスの確保が求められることから、一
般スポーツ団体に対してガバナンスコードの原則規定に関する自己説明公表を求める「ス
ポーツ団体ガバナンスコード＜一般団体向け＞」原則６を定めた趣旨にも鑑み、ガバナンス
コードに定められた関連する個別の規定とともに、大規模な競技大会において適切な組織
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運営を行う上での原則を定めた本指針を遵守し、その遵守状況について、具体的かつ合理的
な自己説明を行い、公表することが求められる。 
 
（2）自己説明及び公表の時期 

NFは、ガバナンスコードの適合状況等について、毎年自己説明を行い公表するとともに、
4 年に 1 回、公益財団法人日本スポーツ協会、JOC、公益財団法人日本パラスポーツ協会（以
下、これらを総称して「国内統括団体」という。）から、ガバナンスコードの遵守状況に係
る適合性審査を受けている。国内統括団体は、NFではないため適合性審査を受けていない
が、その立場や役割の重要性に鑑み、ガバナンスコードの適合状況等について、毎年自己説
明を行い公表している。 
組織委員会等は、時限的な組織であり、時期によってその規模等も変化するという特徴を

有することから、その規模や時期等の個別具体的な事情を踏まえた適切な時期までに、本指
針の各項目を充足することが求められる。 
そこで、組織委員会等においては、本指針の遵守状況について、少なくとも年 1 回、自己

説明を行い公表するとともに、本指針に関する重要事項に変更があった場合に、その都度自
己説明の修正を行い公表することが必要である。 
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第２ 組織委員会等が遵守すべき規定 
本指針は、ガバナンスコード（13 原則）の各原則を基礎としつつ、組織委員会等におけ

る特有の事情等を考慮し、組織委員会等が適切な組織運営を行う上で遵守すべき原則・規範
として、11 の原則 6について規定している。 
 
原則１ 組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである 
(1) 大会の実施運営に向けた組織運営に関する基本計画を策定し公表すること 
 組織委員会等は、大会の成功を目的とした組織であることから、その目的達成に向けたミ
ッション・ビジョンのほか、大会の成功に向けて団体として備えるべきガバナンスや事業
（マーケティングを含む。）に関する基本計画を策定することや、大会後のレガシーを含め、
大会を通じて達成すべき目標を明確にすることが不可欠である。 
また、策定・明確化した組織委員会等のミッション・ビジョン、基本計画及び大会を通じ

て達成すべき目標については、組織委員会等の構成員や関係者等の全員の共通認識となる
よう、共有・周知することが不可欠である。 
 組織委員会等は、多数のステークホルダーを有し、大きな社会的影響力を有することに鑑
み、その説明責任を果たす一環として、これらの計画を公表することが求められる。 
 なお、マーケティング収入は組織委員会等の活動経費に充てられることから、マーケティ
ング業務は組織委員会等の設立と同時に開始することが必要となる。このため、マーケティ
ング業務については、組織委員会等の設立前にその方針を定めることが必要となる場合が
考えられる。こうした場合は、例えば設立準備委員会を設け、マーケティング業務の意思決
定プロセスや責任の所在を明確にする形で当該方針をあらかじめ策定するとともに、組織
委員会等設立後、速やかに理事会にて決定すること等が考えられる。 
 
(2) 組織運営の強化に関する人材の採用及び教育に関する計画を策定し公表すること 
 組織委員会等は、官民からの出向者が多数属するなどその構成員の属性が多様であるう
え、職員の数が時期により大幅に増減する等といった特徴を有することから、それらの特徴
を踏まえた適切な組織運営の強化に関する人材の採用及び教育に関する計画を策定し、公
表することが求められる。 
 なお、組織委員会等は大会運営のために新たに設立される組織であることから、組織委員
会等の設立前に人材の採用・配置の方針を定めることが必要となる場合が考えられる。こう
した場合は、例えば設立準備委員会を設け、組織委員会等に必要な人材・配置の方針をあら

 
6 NF を対象とする「ガバナンスコード」のうち、性質上組織委員会等になじまないと考えられる原則 11
（選手、指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。）及び原則 13（地方組織等
に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援を行うべきである。）
については、本指針の基礎としていない。ただし、各組織委員会等において、自らの組織においてこれら
の原則を遵守すべきと判断する場合には、これらの原則に基づいた自己説明を実施することが望ましい。 
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かじめ策定するとともに、組織委員会等設立後、速やかに理事会にて決定すること等が考え
られる。 
 また、一部の組織委員会等においては、構成員に大会のステークホルダーである民間企業
からの出向者等が多く含まれる場合があり 7、出向元の各企業との間で利益相反関係が生じ
やすい特徴を有することに鑑みれば、当該出向者を出向元の企業と密接な関連性を有する
部署に配置しない、当該部署に配置する場合であっても当該部署の長には配置しない、バッ
クグラウンドや専門領域の異なる人材を偏りなく配置する（例えば、部署内での官公庁出向
者の数と民間企業出向者の数とに偏りが生じないようにする、民間企業出向者の出向元が
特定企業のみとならないようにする等）など、具体的な人事配置についても組織委員会等の
特徴を踏まえた検討を行うことが考えられる 8。 
 
(3) 大会開催に係る収支に関する計画を策定し公表すること 
 大規模な競技大会においては、その準備及び運営に当たり、民間資金のほか公的資金によ
る援助も受ける（大会のために必要となる施設・設備を自治体が整備するなど、間接的に公
的資金による援助を受ける場合を含む。）ことが多いため、組織委員会等における財務数値
の適正性確保が求められる。 
 また、組織委員会等は基本的に民間資金で運営されており、公的資金は上記のような間接
的な援助に用いられていることも多いと思われるものの、国民・社会に対しても適切な説明
責任を果たすために、大会の準備及び運営のために要する経費（以下「大会経費」という。）
のうち、組織委員会等が直接拠出する民間資金に係る経費の総額を公表するのみならず、関
係する行政機関の協力が得られる範囲において、大会における公的資金による援助に係る
経費の総額（国や地方自治体が負担する経費の総額）についても、公表することが望ましい。
加えて、大会終了後には、これらの経費の執行状況を明らかにすることが考えられる。なお、
具体的にどのような費目が「大会経費」として対象となるかは、事後的に解釈の相違が生じ
ないよう、事前に国や地方公共団体と調整の上あらかじめ整理しておくことが望ましい 9。 
組織委員会等は、大会準備の進捗やスポンサー獲得の状況、施設・設備等に係る調達環境

の変化その他の事情によって収支が大きく変動し得ること、収入状況が明確になる前から
大会の準備のために多額の支出を要すること等の特徴があることに鑑み、大会の開催運営

 
7 ヒアリングにおいては、予算に限りのある組織委員会等においては、官民からの出向者を有効活用する
ことが有用であったとの意見もあった。 
8 費用等の問題も考慮する必要があるが、組織委員会等の職員については、例えば各部署の長等の主要な
ポストについては、専門的な知識を有する人材を可能な限り直接雇用することも考えられる。 
9 令和 4 年 12 月に公表された会計検査院の報告書で指摘されている「地方公共団体や民間団体が実施主
体となる国際的な大規模なイベントが招致され、政府が財政に関する政府保証書を発行して、必要な協力
及び支援を行うなど相当程度関与する場合」には、組織委員会等が大会経費の総額や執行状況を公表する
際、それにあわせて、国や地方公共団体においても、大会の運営又は大会の開催機運の醸成や成功に直接
資する事業等の「関係予算」の執行状況を明らかにすること等も一案である。 



8 
 

に当たっての収支見込みを踏まえ、大会開催に係る収支に関する計画を早期に策定し、理事
会で報告するとともに、各事業年度の詳細な事業計画、予算数値については理事会の承認を
得るといった取組が求められる。 
  
原則２ 適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである 
(1) 役員及び評議員の構成等における多様性の確保を図ること 
 多様な意見を反映できる役員及び評議員の構成とすることが重要であるため、必要に応
じて目標割合を定める等の方法により、役員及び評議員のバックグラウンド・専門領域、性
別等に偏りが出ることがないようにし、組織の実態に即した幅広い年齢層の構成とする等、
役員構成の多様性に配慮することが求められる。 
 
(2) 理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図ること 
 大会の開催期間が決まっており、当該期間の実施に合わせて調達その他大会の準備をし
なければ、その目的を達成できないという大規模な競技大会の特徴に鑑みれば、組織委員会
等においては、その期限を遵守するために、理事会において円滑かつ迅速な意思決定を行う
とともに、各理事の職務執行を適切に監督することが求められる。そのため、理事会が形骸
化することなく、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバ
ランスよく備え、意思決定の迅速化、議論の質の向上、監督機能の強化等に資する体制を構
築できているかといった観点から、それぞれの競技大会の実情に応じ、理事会を適正な規模
として、実効性の確保を図ることが求められる。 
 理事会を適正な規模として実効性を確保するためには、全ての意思決定を理事会が行う
のではなく、業務執行理事や他の会議体等への権限委譲も考えられる。 
 大規模な競技大会においては、様々な業界を巻き込んでムーブメントを喚起し「オール・
ジャパン」体制で大会の成功を目指すことも求められ得るが、その役割を理事会のみで担お
うとすると、理事会の実効性の確保が不十分となり、かえって理事会が本来果たすべき役割
を果たせなくなりかねないため、例えば理事会とは別に会議体を設置し、理事会の諮問機関
に位置づける体制を採ることも考えられる。なお、このような体制を採用する場合には、理
事会とは別に設置した会議体が実質的に理事会としての機能や権限を持ち、又は、当該会議
体が実質的に理事会を掌握しているといった事態が生じないよう、留意する必要がある。 
 
(3) 独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置す
ること 
 組織委員会等において重要な役割を担う役員等は、その選考の公正性を確保することが
重要であるため、役員等の選考に当たっては、独立した諮問委員会として役員候補者選考委
員会を設置することが必要である。役員候補者選考委員会については、組織委員会等が時限
的な組織であることを踏まえ、選考に当たり求められる役員としての資質等を明確にし、選
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考過程における公平性及び公正性を確保することが必要である。 
 
原則３ 組織運営等に必要な規程を整備すべきである 
(1) 役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必要な規程を整備するこ
と 
 組織委員会等が法人である場合、役職員その他構成員が一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律（以下「一般社団・財団法人法」という。）その他法令等を遵守するための規
程を整備することが求められる。 
 一例として、組織委員会等の役職員を公務員とみなす旨の法令が存在する場合には、組織
委員会等の役職員が収賄罪の主体となり得ることに鑑み、接待贈答を受ける場合の手続に
関する規程を整備することが考えられる。 
 
(2) その他組織運営に必要な規程を整備すること 
 組織委員会等におけるあらゆる意思決定を理事会で行うことは不可能であるから、組織
の意思決定について、様々な会議体によってなされることが必要であり、そのための適切な
権限委譲や業務執行プロセス等につき、規程を整備することが求められる。 
 とりわけ、スポンサー獲得その他のマーケティング業務に関しては、個々のスポンサー決
定をタイムリーに行う必要があることなどから、あらゆる意思決定を理事会で行うことは
性質上困難であると考えられる。そこで、スポンサーの選定方針やスポンサーの決定権限の
所在等については理事会で決定して規程として整備した上で、当該規程に基づいた透明性
のある運用を行うことが考えられる。そして、マーケティング業務を広告代理店等の第三者
に委託をするか否か及びその委託の在り方については、大会毎に組織委員会等の実情に応
じて判断すべきである。なお、原則１(1)に述べたように、設立準備委員会においてマーケ
ティング業務に係る方針を策定する場合には、設立準備委員会においてマーケティング業
務を広告代理店等の第三者に委託をするか否か及びその委託の在り方についても、当該方
針において定めることが考えられる。 
 また、マーケティング業務を第三者に委託する場合には、組織委員会等にて第三者の選考
が適切公正に行われるための仕組みを定めるとともに、委託業務の範囲を明確にし、当該第
三者と組織委員会等のマーケティング部局との役割分担を明確に整理しておくことが考え
られる。また、具体的なスポンサー候補選定の経緯等が見えづらくなることを踏まえ、第三
者との業務委託契約において、スポンサー候補及び選定プロセスに関する第三者の報告義
務を定めること及び選定プロセスにおいて組織委員会等がその意向を反映させるとともに
第三者を監督する権限をもつことを明示することが考えられる。 
 第三者への委託の在り方は、特定の第三者に独占的に委託する「専任代理店」方式のほか、
複数の第三者に業務毎に委託する「複数代理店」方式などが考えられるが、いずれの形式を
採用する場合においても、マーケティング収入金額の最低保証の有無、各スポンサーのスポ
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ンサーカテゴリーの調整、アクティベーションの対応等の事情を考慮した上で、大会の成功
に向けて当該組織委員会等が最もメリットを享受できる方式となるよう、慎重な検討を行
うことが求められる 10。 
また、調達においては、各種法令等に抵触しないこととともに、下記原則８にて述べる適

切に利益相反を管理できる調達の仕組みを構築することが求められる。さらには、競技大会
の実施に向けて一定の期間までに必要な調達を順次実施していかなければその目的を達成
できないために、期限の遅れなく短期間に必要な調達を全て実行しなければならないとい
う組織委員会等における調達の特殊性を考慮した上で、その仕組みを構築する（調達コード
や調達ルールを策定する。）ことが求められる。なお、調達コードや調達ルールにおいては、
原則的な処理を定めた上で、大会の準備期間が限られていることから、理事会その他の会議
体の決議を経る等の一定の手続を経た上で例外的な対応も許容するといった柔軟な対応が
考えられる。 
 
原則４ コンプライアンス委員会を設置すべきである 
(1) コンプライアンス委員会を設置し運用すること 
コンプライアンス違反事案が発生すると、組織に対する社会的信用を失墜させ、当該競技

大会への社会的評価を低下させることにつながりかねない。コンプライアンス違反事案の
発生を防止するとともに、発生した際に適切な対応を行うために、コンプライアンス委員会
を設置した上で定期的に開催し、コンプライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその
推進、実施状況の点検、リスクの把握等を組織的、継続的に実践し続けることが求められる。 
 また、コンプライアンス委員会規程を作成し、その権限及び役割を明確にするとともに、
必要な情報が集まる仕組みを構築することが考えられる。 
 
(2) コンプライアンス委員会の構成員に弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を配置
すること 

 
10 東京 2020 大会組織委員会においては、特定の第三者が、マーケティング収入金額の最低額を保証し、
各種マーケティングプログラムを東京 2020 大会組織委員会と一体となって策定し、スポンサーセールス
等を独占的に受託する仕組みである「専任代理店」方式が採用された。ヒアリングにおいては、同方式に
つき、専任代理店からマーケティング収入の最低保証がなされるため、同組織委員会の立ち上げ初期にお
いて財源の早期かつ安定的な確保が可能となるメリットがあったとの意見があった。他方で、組織委員会
等の内部組織と委託先である専任代理店との役割分担に不明確な側面があったのではないかとの意見や、
専任代理店からの報告・情報共有が十分とは言えなかったのではないかとの意見もあった。また、専任代
理店からの出向者が組織委員会等のマーケティング部局の責任者となる場合には、利益相反の問題に特に
注意すべきではないかという指摘もなされた。今後の組織委員会等においては、「専任代理店」方式の採
用が一律に排除されるわけではないが、各マーケティング手法のメリットやデメリット、当該手法に内在
するリスクやその回避策等を検討した上で、当該組織委員会等に適切な制度の在り方を決めることが望ま
れる。 
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 コンプライアンス委員会の構成員には、法令等に関する専門的な知見のみならず、組織委
員会等の実情や、スポーツや大規模な競技大会の持つ意義を十分に理解した有識者を選出
することが望まれる。法令遵守の徹底はコンプライアンス強化の中核であることから、少な
くとも 1名は弁護士を選出することが必要と考えられる。 
 また、コンプライアンス委員会の構成員についても、性別・属性・年齢等の多様性に配慮
することが求められる。 
 
原則５ コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである 
(1) 役職員その他の関係者向けのコンプライアンス教育を実施すること 
 組織委員会等の役職員はその立場及び属性が多種多様であるという特性を有することか
ら、研修や啓発等のコンプライアンス教育を実施するに当たっては、対象となる役職員等の
立場や属性に応じて、実践的な内容で継続的・計画的に実施して、コンプライアンスに関し
て役職員が共通認識を持つことができる仕組みを構築することが考えられる。 
 役員は組織委員会等における重要な権限と責任を有するため、研修は、職員のみならず、
役員に対しても必ず実施することが求められる。また、大会ボランティアなど役職員以外の
関係者に対しても、対象者の職務内容及び属性等に応じて適切にコンプライアンス教育を
実施することが求められる。 
 研修内容としては、不正行為の防止のほか、組織委員会等に適用される関係法令及び組織
委員会等がその組織運営のために整備している各種規程等の内容も含めて、各研修対象者
が法令上又は規程上有している権限及び責任等について十分に理解し得る内容とするとと
もに、組織委員会等の業務運営が大きな社会的影響力を有するものであり、国民や社会の関
心事となっている公共性の高い団体であることを関係者が十分に認識し得る内容とするこ
とが求められる。また、不正行為を防止するための教育においては、不正行為がどのような
メカニズムで発生するのか、不正行為を誘発する要因等についての理解を深めることも重
要と考えられる。それらに加えて、組織委員会等が、大会のステークホルダーである民間企
業からの出向者等で構成されており、出向元の各企業との間で利益相反関係が生じやすい
特徴を有することに鑑みれば、利益相反に関する研修（組織委員会等が定める利益相反管理
のための規程に基づき、利益相反取引に該当する取引類型や必要な手続等を内容とする研
修）を実施することが考えられる。 
さらに、組織委員会等の役職員を公務員とみなす旨の法令が存在する場合には、収賄罪の

主体となり得ることに鑑み、収賄の防止（収賄罪の内容、留意点、組織委員会等が整備する
接待贈答を受ける際の手続の内容等）を、研修の内容に含めることが考えられる 11。 

 
11 なお、組織委員会等の役員において、理事等の特別背任罪（一般社団・財団法人法第 334 条第 1 項）
が適用されるケースや、組織委員会等の取引先となる民間企業において、会社法上の特別背任罪（同法第
960 条）が適用されるケースなど、大会の準備運営において生じ得る問題について広く研修の内容に含め
ることが望まれる。 
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 なお、組織委員会等は、役職員や関係者に対し、その者の着任時のみならず、在任中少な
くとも年に 1 回以上、人材の採用スケジュールや組織規模等も考慮しながら、適切な方法
により、コンプライアンス教育を実施することが求められる。 
 
原則６ 法務、会計等の体制を整備すべきである 
(1) 法律、税務、会計等の専門家のサポートを日常的に受けることができる体制を構築す
ること 
 組織運営において専門家のサポートが必要となると想定される場面や内容を事前に洗い
出した上で、定期的にその適否について検証を行うことが求められる。 
 計算書類や組織運営規程等の各種書面は、専門家ではない者が容易に整備又は作成を行
うことができるものではないため、その作成作業の補助や有効性・妥当性のチェックに際し
て、外部の専門家を積極的に活用することが有効と考えられる。 
 専門家の選定に当たっては、適用のある法律・税制・会計基準等のほか、組織委員会等の
特殊性や大規模な競技大会の開催実務にも精通した専門家の人選を行うことが望まれる。 
 
(2) 適切な財務・経理処理及び公正な会計原則を遵守すること 
 公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立することが求められる。 
 組織委員会等が適用を受ける法律に基づき適性のある監事等を設置し、各事業年度の計
算書類等の会計監査及び適法性監査に加え、具体的な業務運営の妥当性に関する監査も可
能な限り積極的に実施し、組織の適正性に係る監査報告書を作成することが求められる。ま
た、監視機能の強化のための方策として、内部の組織である内部監査部署（内部監査室等）
に加え、会計監査人を必置とすることが求められる 12。 
組織委員会等の監事は、組織委員会等における業務サイクルが適正に遂行されるよう、組

織委員会等において内部監査を職掌とする部署及び会計監査人と連携し、実効的な役割を
果たすことが必要である。 
 
(3) 公的資金の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守
すること 
 組織委員会等の活動の基礎をなす財源確保の重要性を十分に意識しながら財務計画を策
定し、収入財源の確保、支出財源の特定、予算の執行、事業計画の策定及び遂行等の各種手
続を適切に実施することが望まれる。 
 組織委員会等の運営は原則民間資金で行われているものと考えられるが、公的資金を受
ける場合には、公的資金の適正な使用に関し、自らの団体が遵守義務を負う法令・ガイドラ

 
12 オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催に伴い特別措置法が制定されるような場合において
は、有識者等により構成される外部の委員会又は会議体等を設置し、当該外部委員会等の求めに応じた文
書等の提出を組織委員会等に義務付けることも一案である。 
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イン等の洗い出しを行い、当該法令・ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の
業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、的
確に運用することが望まれる。 
   
原則７ 適切な情報開示を行うべきである 
(1) 財務情報等について、法令に基づく開示を行うこと 
 組織委員会等は、大きな社会的影響力を持つ団体として、法令に基づく開示を行うことが
当然に求められる。 
 
(2) 法令に基づく開示以外の情報開示も主体的に行うこと 
 組織委員会等は多様なステークホルダーとの関わりを持ち、大きな社会的影響力を持つ
団体であることも踏まえ、情報の内容・性質等も考慮しながら、国民や社会から信頼を得る
ために必要であれば、法令に基づいて開示が求められる情報以外についても、様々な関係者
の活動に支障をきたさない範囲で、主体的かつ積極的な情報開示が求められる。また、本指
針の遵守状況に関する情報についても、主体的に開示することが求められる。 
 一例として、役員の選任プロセスや属性等に関する情報、調達に関する情報 13、マーケテ
ィング計画・目標、スポンサー選定方針、マーケティング収入の目標や見込等は、守秘義務
を遵守しながら活動に支障をきたさない範囲で、開示の対象とすることが考えられる 14。 
 さらに、情報開示の前提として、組織委員会等自身において、業務委託先や関係ステーク
ホルダーから直接に、大会の準備及び運営に必要な情報を適切に収集、把握するよう努める
ことが考えられる。 
 
原則８ 利益相反を適切に管理すべきである 
(1) 役職員と組織委員会等の間に生じ得る利益相反を適切に管理すること 
 組織運営の公正性の確保の観点から、法律上求められる利益相反に関する規制に加えて、
利益相反に係る管理の仕組みや体制を充実させることが考えられる。 
 前提として、契約締結に先立ち利益相反の有無について適切にチェックできる仕組みを
構築することが考えられる。 
 組織委員会等において利益相反取引を承認する場合には、その取引についての重要な事

 
13 スポンサー契約に基づき調達する場合を含め、調達に関する契約については、調達先の営業努力やノウ
ハウが契約内容に反映される場合が多いため、契約上の守秘義務の対象範囲の設定等に特に配慮すること
も必要であると考えられる。 
14 組織委員会等が締結する個別の契約の内容は、契約上生じる守秘義務との関係で開示できない場合が多

いと考えられる。そのような開示ができない情報については、開示することに代わり、その内容の妥当性

を担保するための仕組み（第三者機関により内容の妥当性を確認する体制を整えること等）も、可能な範

囲で検討することが望ましい。 
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実の開示、取引の公平性を示す証憑の有無、内容、議論の経過、承認の理由や合理性等につ
き、会議体の議事録に詳細に記載し、意思決定の透明性を確保することが望まれる。 
 利益相反取引に該当するおそれのある取引については、実務上の不都合がない場合、入札
方式等、公正な方法により契約することが考えられ、随意契約による場合においても、相見
積りの取得等 15、公正な契約であることを証明できる資料を残すことが望まれる。 
 特に、大会のステークホルダーである民間企業からの出向者等で構成される組織委員会
等においては、出向元の各企業との間で利益相反関係が生じやすい特徴を有することに鑑
み、利益相反を適切に管理するため、利益相反管理委員会等、理事会から独立した機関を設
置し、必要な情報収集を行い個別具体的な利益相反行為の取扱いについて判断することが
必要である。 
 一例として、組織委員会等が締結する契約書においては常に利益相反に関する条項（表明
保証条項等）を盛り込むことが考えられる。 
 
(2) 利益相反ポリシーを作成すること 
 組織委員会等においては、大会毎の組織委員会等の実情に応じて、どのような取引が利益
相反関係に該当するのか（利益相反取引該当性）、どのような価値判断に基づいて利益相反
取引の妥当性を検討すべきか（利益相反の承認における判断基準）について基準を定めた利
益相反ポリシーを策定し、客観性・透明性のある手続を確保することが重要となる 16。 
 利益相反取引該当性を定めるに当たっては、法令上も利益相反に該当する基準に加えて、
当該組織委員会等において想定される「利益相反的関係」を有する者（関連当事者）につい
ても、実情に照らし適切に該当範囲に含めることが望まれる。なお、他方において、過度に
広範で曖昧な基準とすることにより、基準の明確性が損なわれないように留意することが
望まれる。 
 
原則９ 通報制度を構築すべきである 
(1) 通報制度を設けること 
組織委員会等は構成員が多いことに加え、構成員に占める出向者の割合が高くその出向

元も多様であるため、出向元との関係性ゆえに組織内部での自浄作用が働きにくいという
 

15 なお、対価に VIK（Value-In-Kind、現物出資）が含まれるスポンサーから製品を調達する場合には、
スポンサーの供給権との関係で、調達時における相見積もりの取得等が行われないため、その調達価格の
設定が不合理に高額とならないようにあらかじめ算定方法を明確にしておくことが求められる。 
16 JOC の「利益相反マネジメントポリシー」においては、同ポリシーの対象となる利益相反の概念につ
いて、法律上の利益相反のほか、JOC の役職員等が加盟団体の役員、監督及びコーチ等を兼任する場合に
生じ得る責務相反を付加することを明らかにしている。その上で、利益相反マネジメントの基本的な考え
方とともに、利益相反マネジメントのための具体的施策（規程整備、利益相反マネジメント委員会の設
置、役職員による情報開示、利益相反に関する調査及び報告等、透明性の確保、役職員等への啓発）を同
ポリシー上に定めている。 
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特性を有する。よって、組織内部の不正行為等の防止や早期発見により自浄作用を機能させ
るため、独立した通報窓口を設置することが考えられる。 
通報窓口の設置に当たっては、役職員に周知するとともに、通報窓口の担当者に相談内容

に関する守秘義務を課し、通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な
取扱いを行うことを禁止することが求められる。 
また、通報窓口は組織委員会等の内部において、コンプライアンス委員会等に属するもの

として設置するのみならず、弁護士事務所等に依頼して外部通報窓口を設置することも考
えられる。 
 
(2) 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士、学識経験者等の有識者を中心に整備す
ること 
 通報窓口が専門性を有する窓口として適切に運営されるように、弁護士や公認会計士等
の外部有識者を中心として、通報制度の運用体制を整備することが求められる。 
 
原則 10 懲罰制度を構築すべきである 
(1) 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定
め、周知すること 
 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、
関係者等に周知徹底することが望まれる。 
 処分内容の決定は、行為の態様、結果の重大性、経緯、情状等を踏まえて、平等かつ適正
になされることが望まれる。規程において、あらかじめ明確かつ具体的な処分基準を定め、
処分内容の決定に当たっては原則として当該基準に従うことが望まれる。 
 
(2) 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有すること 
 弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で構成される処分機関（倫
理委員会等）を設け、同機関（当該事案に何らかの形で関与したことがある者を除く。）に
おいて、客観的かつ速やかに、処分審査（処分対象行為該当性及び処分内容の決定）を行う
ことが望まれる。 
 
原則 11 危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである 
(1) 有事のための危機管理体制を事前に構築し、危機管理マニュアルを策定すること 
 危機管理を専門に取り扱う部署や危機管理委員会を設けるなど、組織の規模や実情に応
じた危機管理体制を構築することが望まれる｡ 
 危機管理マニュアルの策定に当たっては、当該組織委員会等の特徴等を踏まえ、法令違反
か否かに留まらず、レピュテーションリスクも含めて、発生しやすい不祥事類型やリスクを
特定し、当該リスクの発現可能性の高低や発生した場合の影響等の評価を加え、これに従っ



16 
 

たリスクの制御方法や監視体制、その見直しの在り方及び不祥事が報告された場合の調査
体制についても規定することが望まれる。また、外部の有識者の意見を適切に反映した内容
とすることが望まれる。 
 
(2) 不祥事が発生した場合は、事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言
について検討するための調査体制を速やかに構築すること 
 不祥事が発生した場合、組織委員会等の信頼を回復することは容易ではないことに留意
し、その問題解決の難しさや、世間に与える影響等についても強く意識すべきである。 
 重大な不祥事の端緒を認識した場合には、最適な調査体制を迅速に構成し、徹底した事実
調査を実施した上で、外部専門家の知見と経験も踏まえつつ、表層的な現象や因果関係の列
挙にとどまらない、根本的な原因究明を行うことが望まれる。さらに、組織委員会等の社会
的影響力の大きさに鑑み、外部専門家とも連携した上で、適切なタイミングで、当該不祥事
に関する必要な情報開示を行うことが望まれる。 
 また、組織委員会等は時限的な組織であるものの、組織委員会等が解散した後に不祥事が
発生又は発覚した場合においては、将来開催されるスポーツイベント全体に影響を及ぼし
かねないことを認識し、原因解明や再発防止策の策定等を速やかに実施することができる
よう、具体的な対応方針等についてあらかじめ関係当事者間において整理して合意してお
くことが求められる。 
 
(3) 危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、
独立性・中立性・専門性を有する外部有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）を中心
に構成すること 
 第三者を委員とする調査委員会を設置する場合には、当該委員の選定プロセスについて
も十分に配慮し、当該委員が当該組織委員会等に対して独立性・中立性・専門性を有する者
であることについて、合理的な説明をする責任を果たすことが望まれる。 
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第３ セルフチェックリスト 
本セルフチェックリストは、組織委員会等が、NF向けの「ガバナンスコード」に定めら

れた個別の規定及び本指針への対応状況について、自らの現状を把握できるようにするた
めのものであり、本指針に記載のある項目のみならず、ガバナンスコードのうち、組織委員
会等にも適用され得る項目も含まれている（各項目の末尾に「（NF）」と表記。）。なお、本
指針とガバナンスコードの内容が重複する項目は、本指針の内容に合わせて記載している。 
組織委員会等は、法人形態、業務内容、組織運営の在り方等が団体によって異なることか

ら全ての項目に必ず対応しなければならないわけではないが、自己説明とその公表にあた
って本セルフチェックリストを活用し、可能な限り多くの項目に対応することが望まれる。
本セルフチェックリストのうち、自らに適用することが合理的でないと考える項目につい
ては、そのように考える理由の説明をすることが考えられる。また、人的・財政的・時間的
な制約等から、直ちに遵守することが困難である項目については、その理由とともに、遵守
に向けた取組の具体的な方策や見通しについて説明することが考えられる。 
 
原則１について 
1. 大会の成功に向けたミッション・ビジョン及び団体として備えるべきガバナンスや事

業に関する基本計画を策定するとともに、大会を通じて達成すべき目標を明確にした
上で、これらを公表しているか。 

2. 策定・明確化したミッション・ビジョン、基本計画及び大会を通じて達成すべき目標は、
組織委員会等の構成員や関係者等の全員に共有・周知しているか。 

3. 組織委員会等の設立前にマーケティング業務の方針を定めることが必要となる場合に
は、設立準備委員会において、当該方針をあらかじめ策定するとともに、組織委員会等
設立後、速やかに理事会にて当該方針を決定しているか。 

4. 組織運営の強化に関する人材の採用及び教育に関する計画を策定し公表しているか。 
5. 組織委員会等の設立前に人材の採用・配置の方針を定めることが必要となる場合には、

設立準備委員会において、当該方針をあらかじめ策定するとともに、組織委員会等設立
後、速やかに理事会にて当該方針を決定しているか。 

6. 構成員に大会のステークホルダーである民間企業からの出向者等が多く含まれる場合
には、当該出向者の具体的な人事配置につき、組織委員会等の特徴を踏まえた検討を行
っているか。 

7. ガバナンス及びコンプライアンスに係る知見を有する人材の採用をしているか。（NF） 
8. 財務数値の適正性を確保しているか。 
9. 大会経費のうち、組織委員会等が直接拠出する民間資金に係る経費の総額を公表して

いるか。大会経費のうち、公的資金による援助に係る経費の総額を公表しているか。大
会終了後に、これらの経費の執行状況を公表しているか。 

10. 大会開催に係る収支に関する計画を策定し公表しているか。 
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11. 事業年度毎の詳細な計画を策定しているか。 
12. 計画策定に当たり、役職員や構成員から幅広く意見を募っているか。（NF） 
13. 各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成状況等について、定期的に把握・分析し、

目標等の修正、方策の改善をしているか。（NF） 
 
原則２について 
1. 役員及び評議員の構成等における多様性は図られているか。多様性の確保を図るため

に、具体的な方策を講じているか。 
2. 外部理事（※組織委員会等においては、専門的知見（例えば、法務、会計、ビジネス等）

による貢献を期待して任用された理事を指す。）の目標割合（25%以上）及び女性理事
の目標割合（40%以上）を設定するとともに、その達成に向けた具体的な方策を講じて
いるか。（NF） 
（現在の人数） 
・理事の総数   人 
 うち外部理事  人（  %） 
 うち女性理事  人（  %） 

3. 女性理事について、外部理事についてのみ女性を任用するのではなく、外部理事以外の
理事についても女性を任用しているか。（NF） 

4. 業務執行理事に女性を任用しているか。（NF） 
5. 評議員会を置く NF においては、外部評議員（※組織委員会等においては、専門的知見

（例えば、法務、会計、ビジネス等）による貢献を期待して任用された評議員を指す。）
及び女性評議員の目標割合をそれぞれ設定するとともに、その達成に向けた具体的方
策を講じているか。（NF） 

6. 理事会を適正な規模とし、実効性の確保を図っているか。 
7. 理事会とは別に会議体を設置し、理事会の諮問機関に位置づける体制を採用する場合

には、理事会とは別に設置した会議体が実質的に理事会としての機能や権限を持ち、又
は、当該会議体が実質的に理事会を掌握しているといった事態が生じないよう、留意し
ているか。 

8. 理事の就任時の年齢に制限を設けているか。（NF） 
9. 理事が原則として 10年を超えて在任することがないよう再任回数の上限を設けている

か。 
10. 独立した諮問委員会として役員候補者選考委員会を設置し、構成員に有識者を配置し

ているか。 
11. 役員選考委員会において、選考に当たり求められる役員としての資質等を明確にし、選

考過程における公平性及び公正性を確保しているか。 
12. 役員候補者選考委員会における役員候補者等の決定が理事会等のほかの機関から独立
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して行われているか。（NF） 
13. 役員候補者選考委員会の構成員には、役員構成における多様性の確保に留意して役員

候補者を選考する観点から、有識者、女性委員を複数名配置しているか。（NF） 
 
原則３について 
1. 組織委員会等及びその役職員その他構成員が適用対象となる法令を遵守するために必

要な規程を整備しているか。 
2. 組織委員会等の役職員を公務員とみなす旨の法令が存在する場合には、接待贈答を受

ける場合の手続に関する規程を整備しているか。 
3. 組織の意思決定が様々な会議体によってなされるために、適切な権限委譲や業務執行

プロセス等について必要な規程を整備しているか。 
4. スポンサー獲得その他のマーケティング業務に関し、スポンサーの選定方針やスポン

サーの決定権限の所在等について、理事会の決定に基づいて必要な規程を整備し、当該
規程に基づいた透明性のある運用がなされているか。 

5. 設立準備委員会においてマーケティング業務に係る方針を策定する場合には、マーケ
ティング業務を広告代理店等の第三者に委託をするか否かやその委託の在り方につい
ても、当該方針において定めているか。 

6. マーケティング業務を第三者に委託する場合には、組織委員会等にて第三者の選考が
適切公正に行われるための仕組みを定めているか。第三者に対する委託業務の範囲を
明確にし、当該第三者と組織委員会等のマーケティング部局との役割分担を明確に整
理しているか。 

7. マーケティング業務を第三者に委託する場合には、第三者との業務委託契約において、
スポンサー候補及び選定プロセスに関する第三者の報告義務を定めているか。当該契
約の中で、選定プロセスにおいて組織委員会等がその意向を反映させるとともに第三
者を監督する権限をもつことを明示しているか。 

8. マーケティング業務を第三者に委託する場合には、委託の方式につき、マーケティング
収入金額の最低保証の有無、各スポンサーのスポンサーカテゴリーの調整、アクティベ
ーションの対応等の事情を考慮した上で、大会の成功に向けて当該組織委員会等が最
もメリットを享受できる方式となるよう、慎重な検討を行っているか。 

9. 調達に関し、各種法令等に抵触しないこととともに、適切に利益相反を管理できる調達
の仕組みを構築しているか。組織委員会等における調達の特殊性（競技大会の実施に向
けて期限の遅れなく短期間に必要な調達を全て実行しなければならないこと）を考慮
した上で、調達の仕組みを構築しているか。 

10. その他組織運営に必要な規程を整備しているか。（NF） 
11. 法人の運営に関して必要となる一般的な規程を整備しているか。（NF） 
12. 法人の業務に関する規程を整備しているか。（NF） 
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13. 法人の役職員の報酬等に関する規程を整備しているか。（NF） 
14. 法人の財産に関する規程を整備しているか。（NF） 
15. 財政的基盤を整えるための規程を整備しているか。（NF） 
16. 役職員は、潜在的な問題を把握し、調査の必要性の有無等を判断できる程度の法的知識

を有しているか。（NF） 
17. 相談内容に応じて適切な弁護士への相談ルートを確保するなど、専門家に日常的に相

談や問い合わせをできる体制を確保しているか。（NF） 
 
原則４について 
1. コンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催しているか。 
2. コンプライアンス委員会がその機能を十分に発揮できるよう、その役割や権限事項を

明確に定め、コンプライアンス強化に係る方針や計画の策定及びその推進、実施状況の
点検、リスクの把握等を組織的、継続的に実践しているか。 

3. コンプライアンス委員会規程を作成し、その権限及び役割を明確にするとともに、必要
な情報が集まる仕組みを構築しているか。 

4. コンプライアンス委員会の運営内容について、理事会に報告され、その監督を受けると
ともに、コンプライアンス委員会からも、理事会等の意思決定機関に対して定期的に助
言や提言を行うことができる仕組みを設けているか。（NF） 

5. コンプライアンス委員会の構成員に組織委員会等の実情や、スポーツや大規模な競技
大会の持つ意義を十分に理解した有識者を配置しているか。 

6. コンプライアンス委員会の構成員に、少なくとも 1 名以上は弁護士及び女性委員を配
置しているか。 

 
原則５について 
1. コンプライアンス教育の対象となる役職員等の立場や属性に応じて、実践的な内容で

継続的・計画的にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスに関して役職員が
共通認識を持つことができる仕組みを構築しているか。 

2. 以下の内容を含む役員向けのコンプライアンス教育を実施しているか。 
① 組織委員会等に適用される関係法令について 
② 組織委員会等がその組織運営のために整備している規程について 
③ 不正行為の防止について 
④ 大会運営等における選手等の安全確保について（NF） 
⑤ 利益相反について（組織委員会等が定める利益相反管理のための規程に基づき、利

益相反取引に該当する取引類型や必要な手続等を内容とする。） 
⑥ （組織委員会等の役職員を公務員とみなす旨の法令が存在する場合）収賄の防止

について 
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3. 上記の内容を含む職員向けのコンプライアンス教育を実施しているか。 
4. 大会ボランティアなど役職員以外の関係者に対してもコンプライアンス教育を実施し

ているか。 
5. 役職員や関係者の着任時のみならず、在任中少なくとも年に 1 回以上、人材の採用ス

ケジュールや組織規模等も考慮しながら、適切な方法により、コンプライアンス教育を
実施しているか。 

6. 対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、研修資料や普及啓発のためのパン
フレット等を作成しているか。（NF） 

 
原則６について 
1. 組織委員会等の特殊性や大規模な競技大会の開催実務にも精通した、法律、税務、会計

等の専門家を選定し、そのサポートを日常的に受けることができる体制を構築してい
るか。 

2. 組織運営において専門家のサポートが必要となると想定される場面や内容を事前に洗
い出した上で、定期的にその適否について検証を行っているか。 

3. 計算書類や組織運営規程等の各種書面の作成作業の補助や有効性・妥当性のチェック
に際して、外部の専門家を積極的に活用しているか。 

4. 財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 
5. 経費使用及び財産管理に関する規程等を整備することなどにより、公正な会計原則を

遵守するための業務サイクルを確立しているか。 
6. 監視機能の強化のための方策として、内部の組織である内部監査部署（内部監査室等）

に加え、会計監査人を置いているか。 
7. 各種法人法（一般社団・財団法人法、特定非営利活動促進法、会社法等）のうち適用を

受ける法律に基づき適性のある監事等を設置しているか。（NF） 
8. 各事業年度の計算書類等の会計監査及び適法性監査に加え、具体的な業務運営の妥当

性に関する監査も可能な限り積極的に実施し、組織の適正性に係る監査報告書を作成
しているか。（NF） 

9. 監事等の職務を補助すべき職員を置いているか。（NF） 
10. 監事等が理事等の経営陣から独立して各種専門家に相談できる体制を構築しているか。

（NF） 
11. 内部監査を職掌とする部署、会計監査人及び理事等の役員と監事との間における日常

的な情報共有・連携体制の構築に重点的に取り組んでいるか。 
12. 公的資金の利用に関し、自らの団体が遵守義務を負う法令・ガイドライン等の洗い出し

を行い、遵守しているか。 
13. 法令・ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適

切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、的確に運用しているか。 
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14. 収入財源の確保、支出財源の特定、予算の執行、事業計画の策定及び遂行等の各種手続
を適切に実施しているか。 

 
原則７について 
1. 財務情報等について、法令に基づく開示を行っているか。 
2. 法令に基づいて開示が求められる情報以外についても、主体的かつ積極的な情報開示

を行っているか。 
3. 本指針の遵守状況に関する情報等を開示しているか。 
4. 情報開示の前提として、組織委員会等自身において、業務委託先や関係ステークホルダ

ーから直接に、大会の準備及び運営に必要な情報を適切に収集、把握するよう努めてい
るか。 

5. 原則 8 に定める利益相反ポリシー、原則 10 に定める懲罰制度に関する規程及び処分結
果等（プライバシー情報等は除く。）を開示しているか。（NF） 

6. 公益法人認定法に基づき、公益法人が事務所に備え置き、何人も閲覧等を請求できると
されている書類について、主体的に開示しているか。（NF） 

7. 組織委員会等のウェブサイト等において情報を開示しているか。（NF） 
 
原則８について 
1. 役職員等の関連当事者と組織委員会等との間に生じ得る利益相反に係る管理の仕組み

や体制を適切に構築しているか。 
2. 組織委員会等の機関において利益相反取引を承認する場合には、その取引についての

重要な事実の開示、取引の公正性を示す証憑の有無、内容、議論の経過、承認の理由・
合理性等につき、会議体の議事録に詳細に記載し、意思決定の透明性を確保しているか。 

3. 利益相反取引に該当するおそれのある取引については、実務上の不都合がない場合は、 
入札方式等、公正な方法により契約しているか。 

4. 随意契約による場合においても、相見積りの取得等、公正な契約であることを証明でき
る資料を残しているか。 

5. 利益相反管理委員会等、理事会から独立した機関を設置し、必要な情報収集を行い個別
具体的な利益相反行為の取扱いについて判断しているか。 

6. 重要な契約（金額の多寡、関係者への影響の大小等から判断する。）については、客観
性・透明性につき、特に慎重な検証を行っているか。（NF） 

7. 定款や利益相反に関する規程において、理事の利益相反取引を適切に管理する条項、利
益相反取引を実施する場合の議決方法に関する条項、利益相反に該当するおそれがあ
る場合の申告及び承認後の報告に関する条項等の必要な規定を設けているか。（NF） 

8. 利益相反ポリシーを作成しているか。 
9. 利益相反ポリシーの作成に当たっては、どのような取引が利益相反関係に該当するの
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か（利益相反取引該当性）、どのような価値判断に基づいて利益相反取引の妥当性を検
討すべきか（利益相反の承認における判断基準）について基準を定め、客観性・透明性
のある手続を確保しているか。 

10. 利益相反取引該当性を定めるに当たっては、法令上も利益相反に該当する基準に加え
て、組織委員会等において想定される「利益相反的関係」を有する者（関連当事者）に
ついても実情に照らし適切に該当範囲に含めているか。 

 
原則９について 
1. 独立した通報窓口を設置しているか。 
2. 通報窓口について、恒常的に役職員に周知しているか。 
3. 通報窓口の担当者に相談内容に関する守秘義務を課しているか。 
4. 通報窓口を利用したことを理由として、相談者に対する不利益な取扱いを行うことを

禁止しているか。 
5. 外部通報窓口を設置しているか。 
6. 通報制度の運用体制は、弁護士、公認会計士等の外部有識者を中心に整備しているか。 
7. 通報方法については、面会、書面、電話、電子メール、FAX、ウェブサイト上の通報フ

ォーム等、できるだけ利用しやすい複数の方法を設けているか。（NF） 
8. 通報対象には、暴力行為等の法令違反行為及び各種ハラスメントのほか、定款を始めと

する団体の内部規程に違反する行為及び違反行為に至るおそれがある旨の事実を広く
含めているか。（NF） 

9. これから行う行為が違反行為となるか否かに関する事前相談についても通報窓口にて
対応しているか。（NF） 

10. 弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で構成される調査機関
（原則 4に定めるコンプライアンス委員会等）を設け、調査の必要の有無、調査の必要
がある場合には調査方法等について決定し、同機関の構成員又は同機関において指定
された者（当該事案に何らかの形で関与したことがある者を除く。）により速やかに調
査を実施しているか。（NF） 

11. 通報窓口において通報を受領してから当該通報に係る事実の調査を実施するまでのフ
ロー、並びに調査対象にするか否かの客観的かつ具体的な基準及び調査の方法等につ
いてあらかじめ明確に定め、原則としてこれらに従って運用しているか。（NF） 

12. 通報窓口の対応者に男女両方を配置し、通報者が希望すれば対応者の性別を選べてい
るか。（NF） 

13. 通報制度の運営において専門家のサポートが必要になると想定される場面や内容を事
前に洗い出した上で、定期的にその適否について検証しているか。（NF） 

14. 通報者を特定し得る情報や通報内容に関する情報の取扱いについて一定の規定を設け、
情報管理を徹底しているか。（NF） 
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15. 研修等の実施を通じて、役職員に対して、通報が正当な行為として評価されるものであ
るという意識付けを徹底しているか。（NF） 

16. 通報窓口その他通報制度の運営は、組織委員会等の経営陣から独立した中立な立場の
者が担当し、組織委員会等の経営陣が通報者を特定し得る情報や通報内容等にアクセ
スできない体制を整備しているか。（NF） 

 
原則 10 について 
1. 懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、

恒常的に関係者等にこれを周知しているか。 
2. 処分内容の決定は、行為の態様、結果の重大性、経緯、過去の同種事例における処分内

容、情状等を踏まえて、平等かつ適正になされているか。 
3. 規程においてあらかじめ明確かつ具体的な処分基準を定め、処分内容の決定に当たっ

ては原則として当該基準に従っているか。 
4. 組織委員会等外部の中立的かつ専門的な第三者により、懲罰制度が当該規程に従って

適切に運用されているか否かの確認を定期的に受け、当該第三者の助言指導を踏まえ
て定期的に運用を見直しているか。（NF） 

5. 弁護士等の有識者を含む、経営陣から独立した中立な立場の者で構成される処分機関
（倫理委員会等）を設け、同機関（当該事案に何らかの形で関与したことがある者を除
く。）において、客観的かつ速やかに、処分審査（処分対象行為該当性及び処分内容の
決定）を行っているか。 

6. 調査機関の構成員又は同機関において指定した者（当該事案に何らかの形で関与した
ことがある者を除く。）による調査結果等を踏まえ、有効かつ適切な証拠により認定さ
れた行為についてのみ処分の対象としているか。（NF） 

7. 組織委員会等の関係者等に対し、処分対象行為の調査に対する協力義務及び調査内容
に関する守秘義務を課しているか。（NF） 

8. 処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、処分対象行為について可能な限り書面
を交付しているか。（NF） 

9. 処分審査を行うに当たって、処分対象者に対し、聴聞（意見聴取）の機会を設けている
か。（NF） 

10. 処分結果は、処分対象者に対し、処分の内容、処分対象行為、処分の理由、不服申立手
続の可否、その手続の期限等が記載された書面にて告知しているか。（NF） 

11. 認定根拠となった証拠や処分の手続の経過についても、可能な範囲で告知しているか。
（NF） 

12. 処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有しているか。（NF） 
13. 処分審査が中立な者により行われることを担保するため、処分審査を行う者について、

当該処分に関するステークホルダーを除く等の制度を設けているか。（NF） 



25 
 

 
原則 11 について 
1. 危機管理を専門に取り扱う部署や危機管理委員会を設けるなど、組織の規模や実情に

応じた危機管理及び不祥事対応のための体制を構築するとともに、危機管理マニュア
ルを策定しているか。 

2. 危機管理マニュアルの策定に当たっては、当該組織委員会等の特徴等を踏まえ、法令違
反か否かに留まらず、レピュテーションリスクも含めて、発生しやすい不祥事類型やリ
スクを特定し、当該リスクの発現可能性の高低や発生した場合の影響等の評価を加え、
これに従ったリスクの制御方法や監視体制、その見直しの在り方及び不祥事が報告さ
れた場合の調査体制についても規定しているか。 

3. 危機管理マニュアルは、外部の有識者の意見を適切に反映した内容となっているか。 
4. 危機管理体制の構築に当たっては、不祥事対応を機動的に行うことができるよう、コン

プライアンス担当の理事に危機管理担当も兼務させるなどの工夫を行い、組織横断的
な活動を可能とする体制を構築しているか。（NF） 

5. 危機管理マニュアルが単なる書類として形骸化しないよう、マニュアルに従ったリス
ク管理の実効性を定期的に検証したり、緊急の危機管理体制を発動するための仮想訓
練を定期的に実施したりするなど、平時からその存在を浸透させるための活動を運営
業務に組み込んでいるか。（NF） 

6. 不祥事が発生した場合は 事実調査、原因究明、責任者の処分及び再発防止策の提言に
ついて検討するための調査体制を速やかに構築しているか。 

7. 重大な不祥事の端緒を認識した場合には、最適な調査体制を迅速に構成し、徹底した事
実調査を実施した上で、外部専門家の知見と経験も踏まえつつ、表層的な現象や因果関
係の列挙にとどまらない、根本的な原因究明を行っているか。 

8. 重大な不祥事の端緒を認識した場合には、外部専門家とも連携した上で、適切なタイミ
ングで、当該不祥事に関する必要な情報開示を行っているか。 

9. 組織委員会等が解散した後に不祥事が発生又は発覚した場合においては、原因解明や
再発防止策の策定等を速やかに実施することができるよう、具体的な対応方針等につ
いてあらかじめ関係当事者間において整理して合意しているか。 

10. 調査の結果、法令違反等の不祥事の発生が認められた場合には、その原因となった責任
者・監督者につき、調査委員会等が有する倫理規程や懲罰規程等に従って、責任者・監
督者を適切に処分しているか。（NF） 

11. 再発防止策の策定に当たっては、組織の変更や規程の改定等の表面的な対応にとどめ
ることなく、今後の日々の業務運営等に具体的かつ継続的に反映させているか。（NF） 

12. 不祥事対応が一度収束した後においても、再発防止策の取組が適切に運用され、定着し
ているかを不断にモニタリングした上で、その改善状況を定期的に公表しているか。
（NF） 
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13. 危機管理及び不祥事対応として外部調査委員会を設置する場合、当該調査委員会は、独
立性・中立性・専門性を有する外部有識者（弁護士、公認会計士、学識経験者等）を中
心に構成しているか。（NF） 

14. 第三者を委員とする調査委員会を設置する場合には、当該委員の選定プロセスについ
ても十分に配慮し、委員が組織委員会等に対して独立性・中立性・専門性を有する者で
あることについて、合理的な説明をする責任を果たしているか。 
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第４ 委員の所見 
 大規模な競技大会は、大会の開催期間が確定すれば、それに合わせて調達その他大会の

準備の期限が確定し、徒過できない期限として国内外において約束されるものになる。
東京 2020 大会についても、開催都市が東京に決定してから大会本番に向けて、失敗や
遅れが絶対に許されないという国内外からのプレッシャーの中で、急速に拡大を続け
る組織のガバナンスを整えることには、東京 2020 大会組織委員会の役職員において、
相当の労力を費やしたものと推察される。 
 

 その中で、会計処理規程や財産管理処分規程等、調達等に関する規程類の整備・運用や、
「経営会議」等重要事項に係る審議を行う会議体の設置、調達手続等が適切に実施され
るための仕組みの構築等、限られた時間や人的資源・財政的資源の中で、東京 2020 大
会組織委員会のガバナンスを向上させるための方策として、当時において講じ得る可
能な限りの方策は行われていたとも考えられる。 
 

 また、情報開示については、組織委員会等が取り扱う情報の中には契約相手方との守秘
義務の対象になる内容を含む情報も多く、その開示範囲には自ずと限界がある一方で、
東京 2020 大会組織委員会がその社会的責任から主体的な情報開示をすべきことは、同
組織委員会においても十分に認識されており、法律上求められる情報以上の情報開示
を実施してきたとの意見もあった。 

 
 しかしながら、大会が終了した現在から振り返れば、理事会が適正に機能していたかは

疑問の余地があることや、職員向けの各種研修は実施していたものの、重要な権限と責
任を有するはずの役員向けの各種研修は行っていなかったようであること、東京 2020
大会への出向者を出向元の企業と密接な関連性を有する部署の長に配置したケース等
があり、利益相反管理の観点から人材配置の適切性が確保されていたかは疑問の余地
があること等、ヒアリングを通じて複数の問題点も顕出された。また、マーケティング
手法におけるいわゆる「専任代理店」方式に関しては、組織委員会等が当該方式を採用
する場合、出向者の人事配置の仕方によっては利益相反関係が生じやすい環境が生じ
ることにも鑑み、他のマーケティング手法とのメリット・デメリットの比較や、内在す
るリスク及びその回避策等の検討が重要であることも判明した。 

 
 東京2020大会終了後に発覚した元理事の受託収賄容疑や入札における受注調整疑惑が

これらの問題点に起因するか否かは不明だが、東京 2020 大会の成功のために役職員に
よって費やされた労力が、本件によって全く無駄であったかのように捉えられること
があるとすれば、極めて残念であると言わざるを得ない。 
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 本指針においては、次の大規模な競技大会において同様の問題が生じないようにする
ため、スポーツ団体ガバナンスコードを基礎としながら、東京 2020 大会で得られたノ
ウハウや、指摘された問題点に対する改善策を可能な限り記載するよう努めた。 

 
 クリーンで公正な組織委員会等によって大会運営がなされ、競技大会のみならず、スポ

ーツ界全体の信頼が維持され、国民が安心してスポーツを応援できるようにするため
の一助として、今後の大規模な競技大会において本指針が活用されることを期待する。 

 
以上 


